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[講演記録]

第三岡高等教育質保証研究会

兼・大学教育実践センタ~ I教育実践公開研究会j

「大学教育の充実と単位の実質化~評価の視点から~J

荻上紘一

Substantialization of Program, Credit and Degree 
in Universities from the Standpoint of University Evaluation 

Koichi OGIUE 

2010年7月初日(木)、 17持より、独立行政法人大学評価・学位授与機構の荻上紘一教授を講師に迎え、

第3回高等教育質保証研究会(兼 第5回教育実践公開研究会) I大学教育の充実と単位の実質化~評価の

視点から-J を、ステューテeントコモンズ2階セミナ一室 I で開催した。

大学教育の質保証の重要性が高まる中で、大学教育の実質化や学士課程の見直しなどの動きが活発化し

ている。荻上紘一先生は、中央教育審議会委員の立場から、そして実際に大学評価 学伎授与機構の行う

認証評価に携わられている立場から、大学とは何か、質保証とは何か、そして何をどのように質保証して

いくのかという高等教育の質保証のあるべき姿について紹介された。

質保証の最近の動向として、対象が大学という組織から「学士課程j のようなプログラムへと移行しつ

つあり、 Diploma Poli旬、 Curriculum Poli旬、 Admission Policyに基づいた質保証が求められていること、

学生が何を理由したかではなく、学生が何を修得したかという教育成果の質保証を通じて学伎の質保証が

求められていることを示された。その後、具体的な質保証の項目として、単位の実質化(学修時間、授業

期間)、履修科目の登録の上限、厳格な成績評価、 GPAなどが示されたが、これらはすべて教育のプロセ

ス的な内容であり、このことは、教育の評価iが困難な理由として「定性的な要素が多いJ I短時間では成

果が観察されない場合が多いj ということを挙げられたことからも、教育成果を直接的に把握することが

困難であり、それを間接的に質保証する手段として教育のプロセスに着目せさるを得ない現状が理解され

た。

最後に、次世代の評価として機能別評価や分野別評価について言及され、評価のコスト・パフォーマン

スを考慮すれば、機関別認証評価の簡素化と分野別評価iや機能別評価との併用が現実的であること、ただ

し、すべての評価を一斉に義務とするのではなしできるところから、そして大学の意思による選択的受

審が考えられるという見解を示された。

参加者は、本学の理事・副学長、本部職員を含め 35名であり、学生も参加して活発な質疑応答が行わ

れた。ここではセミナーの記録のうち講演部分について掲載する。(予耳、藤貴浩)

与えられたタイトルは「大学教育の充実と単伎の実質

化~評価の視点から-J と、非常に硬いタイトルですが、

こういった観点、で、主に私がここ何年か携わっている評

価の立場からお話しします。

評価といっても、私は評価の理論を研究しているわけ

ではなく、もっぱら評価の実践をしておりまして、評価

崖というのがふさわしいかと思います。自分でも何を

やっているのかよく分からないところもありますが、中

教審(中央教育審議会)においては評価iに関する制度設

言i などにも関わっております。評価というのは大体評判

が悪くて、あまり人から好かれない部売ではあります

が、おかげさまで、まだ夜道を無事に歩いております。

最初に、「大学とは何であるか」というスライドを作っ

ておきました(スライド 3)。大学の定義というものが

あるのかどうか分かりませんが、このようにいわれてい

ると思います。大学はまず「自主的・自律的な運営J を

しなければいけない。それから「高度な研究」を行って、

それに基づく「高度な教育」を行って、学位を授与する
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機関である。これが定義といっていいかと思います。今、

我が聞に 800近く 4年生の大学がありますが、みなこの

定義に当てはまっているかどうか、かなり怪しいのでは

ないかと思います。

ここ十数年の聞に、大学をめぐる環境は随分変わって

きたと思います。みなさん、実感していらっしゃると思

いますが、それをキャッチフレーズ的に幾っか説べてみ

ました。もう開き飽きた言葉がたくさん並んでいると思

います。

一昨年の中教審の答申で、若干の軌道修正が行われた

のはご存じのとおりかと思います。それまでは、多様性、

多J様性と言い過ぎたという反省があって、大学が「何で

もあり」になってしまったではないかということで、「多

様性と標準性の調和」ということを言いました。こうい

うキャッチフレーズを考えるのが、文書店官僚は非常に上

手です。一方で、競争、競争ということを践んに言って、

これも少し言い過ぎたのではないかということで、「競

争と協同の調和j という、若干新しい言葉も出てきてい

ます。とにかくいろいろなことを言われ続けてきたと

いっていいと思います。

とにかく評価疲れ、評価、評価で大変だと大学の先生

方は皆さん感じていらっしゃると思いますが、その評価

というものをあらためて整理してみます。評価を何のた

めにやるかというと、質保証のためにやるわけです。質

保証というのは、現在の日本ではこういったような要素

で出来上がっていると言っていいと思います。

「設註基準j というのは、最低基準を決めている。こ

れ以下ではいけないという最低基準です。それから、基

準を決めても守るかどうか分からないから、大学あるい

は学部や学科など、新しいものを作ろうと思ったら、そ

の設置基準に照らして審変をします。今でもそうだと思

いますが、何か新しいものを作ろうと思ったら、分厚い

書類を作って、それを紫色の風呂敷に包んで文部科学省

へ持っていく。こういうことをやって、審査を受けると

いうことになっているわけです。

イ'Fってしまえ』まこちらのものかというと、それでは困

るということで、作った後も定期的に第三者評価を行い

ます。これは「認証評側」と呼ばれており、私が今その

仕事をしています。そういう三つの柱と、それから、こ

のたび法律に新しく盛り込まれた教育情報の公表という

ことがあります。今まで、大学が積綴的に情報を公表し

なければいけないという漠然としたことはいわれていま

したが、どういうものを公表すべきかということが法律

で決められていたわけではありません。これがつい最

近、学校教育法施行規員IJに盛り込まれました。お隣の韓

国が一歩先んじており、あれほど明確ではないとは思い

ますが、とにかく法律で決められることになって、そう

いう情報を公表していないと来年の4月以降は法令違反

ということになります。

設置法ilらというのは、ご存じのようにいろいろなこと

が書いてありますが、持i象的であり、かつ定性的な記述

が多くて、最低基準というけれとも、それを満たしてい

るのかいないのか、必ずしもはっきりしないようなもの

が多いと思います。専任教員が何人いなければいけない

とか、単位というのはどういうものであるかとか、授業

期罰はどれだけやらなければいけないかとか、いろいろ

なことが決められています。

授業期間ということでは、今、日本中の大学はパニッ

クに結っているのではないかと思います。設置基準に 1

年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含めて

35週と書いてあります。それからもう一つ、各授業科

目の授業を行う期間は、 10週あるいは 15週を確保しな

ければいけないとなっています。 10遡というのは3学期

I1市の場合、 15週というのは2学期市Ijの場合だと思います

が、とにかくそういうふうに舎かれています。そちらに

は試験の期間を含めていいのかいけないのかという明確

な記述はないのです。

法律というのは大体、必ずしも明確に舎かないでおい

て、後で解釈をするということが多いのです。よく法学

部の先生に「法学の先生は、ずるい。法律を作るときに

l 回儲けて、また後で解釈と称しでもう I 回儲ける j と

文句を言うのですが 。しかし、そういう構造になっ

ているようで、まさにこの授業期間、 10週ないし 15週、

多くの大学は 15週だと思いますが、今までほとんどの

大学は、 15遡の中に試験を含めていいという解釈をし

てきました。それに対して、ほとんどの大学がそういう

解釈をしていることを知っていながら、文部科学省は特

に何も言わなかったのです。

しかし、一昨年の 12 月 24 日に出した中教審の答申の

中で、そういう解釈をしてはいけませんということを明

確に打ち出しました。人によっては、あの答申が出たの

だから設置基準が変わるだろうと思っていらっしゃるよ

うですが、設置基準を変える必要はない、それは解釈の

問題であるということで、ご存じのように、その部分の

設誼基準は変わっていません。つまり、もともとそれは

そういうことだったということで、今年度、あちこちの

大学で、かなり大慌てをしているようです。

実は、去年、私ども大学評価・学佼授与機構では、認
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証評都fr を行った大学に対して、全部その調査をしまし

た。学年暦を見て、その調査をしました。先ほど言った

意味で、学年暦上で 15週確保されているといえる大学

は、ごくわずかしかありませんでした。極めて少なかっ

たのです。ということは、つまりそうでない方が当たり

前だったわけですが、それではいけませんということに

なったので、今年度は、あちこちの大学で学年暦を作る

際に随分苦慮なさったと思います。

去年はそういう調査をしましたが、 15聞やっていな

いからといって、それで設置恭準違反ですという評価を

したわけではありません。それはそういうあいまいな解

釈がずっと続いてきた中にあって、そういう解釈をして

はいけませんということになったからといって、突然そ

の解釈に恭づく対応をするというのが大学のためになる

とは思いませんでしたので、調査をしたにととめまし

マ，

~。

ただ、学年暦上 15週確保している大学に対しては、

よくやっていますねと褒めました。褒めることについて

は、「それはおかしいではないか、当たり前のことをやっ

てなぜ褒めるのかJ という議論もありましたが、しかし、

希少価値ということもありましたので、去年はそういう

ふうにしました。

それから、ご存じの設霞認可の審査というのは、 2004

年度以降は随分対象が減りました。それまでは何か新し

いものを設置しようとすれば必ず認可申請をしなければ

いけなかったわけですが、 20例年度以降は、「周出」で

いろいろなものが作れるようになりました。「届出j と

いうのはすごい制度です。元が少しあれば、それを「届

出J で少し広げて、また次の年に「届出j で少し広げて

というふうに「届出J を繰り返せば、数年のうちに、立

派な総合大学ができるという制度になっています。

それはともかくとして、設置認可審査というのは、今

では法令適合性を審査するというのがほとんどの審査の

内容です。法令違反がないかどうかということを見てい

るのです。法令自身が抽象的で定性的なものが多いの

で、法令違反などなかなか見つかりません。ですから、

よほど杜撰な申請以外は、ほとんどが認可になるわけで

す。

ところで、設笹審査でOKが出たからといって、その

大学がきちんと教育成果があげられる大学であるという

ことを保証しているわけでは全くありません。法令違反

がないということをチェックしたにすぎないと言ってい

いと，思います。ですから、これによって十分教育の質が

保証されるなどというものではありません。

認証評価は、各認証評価機関が定める器準に基づい

て、それに適合しているかどうかを判定しています。大

阪大学について言えば、昨年度、私ども大学評価・学位

授号機構が設定した基準に基づいて評価を受けていただ

いて、適合している、花丸がついたということですが、

その判定をする際に、当然、法令に適合しているかどう

かというチェックはもちろんいたしましたから、大阪大

学はきちんと法令に適合した教育研究をおやりになって

いて、かっ、私どものところが定めた基準を満たしてい

るという判断をしたわけです。

しかし、これはあくまでも、大阪大学に自己評価をし

ていただ、いた結果に基づいて評価をしております。私ど

もがやってきて、調査、点検をして丸をつけるというこ

とではなくて、大阪大学に自己評価をしていただいて、

それに恭づいた評価を行っています。最初に申し上げま

したが、大学は、自主的、自律的に運営をしなければい

けないということですから、当然、質の保証も大学が自

らやっていただかなければいけません。

去年、大阪大学に受けていただいたあの評価は、この

ような B 的を持ってやっておりますが(スライド9) 、 1

番目は今さら申し上げるまでもないと思います。 0か×

かという判断をするわけで、大阪大学はOでした。それ

が一つの重要な役割でありますが、それに加えて、 2番

目に書いた、評価結果を大学にフィードパックして、そ

れを大学が活用して、大阪大学の教育研究活動の改善に

役立てていただく、この部分こそが非常に重要だと私は

考えて評価をいたしました。

0がついたからそれでよしということではなくて、そ

の評価結果、あるいは評価結果というより大阪大学が自

ら自己点検評価をおやりになったこと、それを返して大

阪大学にもっと良くなっていただくためのきっかけだと

考えていただきたいのです。そうでなければ、 Oだから

よかったということで終わってしまったのでは、あれだ

け大学の皆さんが苦労して自己評価をしていただいた効

果がほとんどないのではないかと思います。あれをいか

に活用して、さらに上に行くかという、それこそがこの

評価の最も Z重要な部分ではないかと考えております。

実際、去年受けていただいたわけですから、あらため

て説明する必要はないと思いますが、あの評悩は大学を

丸ごと評価しております。分野別に評価しているわけで

はありません。文学部はどうだ、理学部はどうだ、工学

部はどうだという、そういう評価をしているわけではあ

りません。大学を丸ごと見て、大阪大学全体として、大

学として、高等教育機関として、きちんと機能している
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かどうかということを評価したということです。

大学の活動はいろいろありますが、主に教育活動を中

心として評価をしています。何しろ短い待問の中で評価

をいたしますので、研究も社会貢献も何も全部見るとい

うのはとても無理ですから、主として教育活動を中心に

して評価をしております。

大学の教育というのは、従来は先生方一人一人がほと

んど独立しておやりになっていて、あまりほかの先生方

と話をしながらどうのこうのということはなかったので

はないかと思います。少なくともそういうことは少な

かった。しかし昨今は、大学の教育といえども、一人一

人の先生が勝手に教育をおやりになるのではなくて、組

織としてどういう教育をするかということが評価される

時代になっております。綴織としての教育力、つまり、

先生方一八一人が何をおやりになっているかというより

は、組織としてどういう教育をしているかということが

評価の対象です。

認証評価だけではなくて、最近いろいろな評価があり

ます。何とかGP というのに申請をする、あれも評価で

す。ああいうところで行われる評価も、すべて組織とし

ての教育力を見ています。ある紫精らしい先生がいてど

うかということを見るのではなくて、組織としてどうい

うことをおやりになるかということが評価の対象になっ

ています。

若干脱線しますが、こういうものを引用してみまし

た。これは 2000年度の東京大学の卒業式における、慈

質重彦総長の告辞の一節です(スライド 12)。新聞など

で報道されましたので、まだ覚えてらっしゃる方もおあ

りだと思います。学士の品質保証期間、大学は学士課程

を卒業すれば学士という学位を授与するわけですが、そ

の品質保証期間はせいぜい3年、長くても 5年だという

ことを言って、新聞に初白く取り上げられました。その

ときに、どこの国のどんな大学の学士号もほぼそんなも

のだと、慈賞先生はおっしゃる。これはもちろん、学生

に対して、卒業した後もきちんと自分で勉強を続けてい

かなければ、大学で勉強したことなどすぐに役に立たな

くなりますよといって、卒業生たちに自分で勉強し続け

てほしいということを言ったわけです。

2000年、つまり 10年前です。 10年前には学士の品質

保証期間というのがあったわけです。 3年、せいぜい5

年。少なくとも東京大学は3年あるいは5年ぐらいは品

質を保証すると言っていました。どの国のどんな大学も

大体問じだということです。

ところが昨今はどうか。昨今は、出荷の時点から品質

が疑われるような学士がたくさん出回っているのではな

いかと私は思います。 800近く大学がありますから。

学士というのは何の証明かということをあらためて考

えてみると、 100大学ムム学士J は、 00大学のムム

学部を卒業したということの証明ではあります。学位記

にそう書いてありますから、その証明ではありますが、

何かができることのt正明になっているのでしょうか。ほ

とんどの場合、なっていないのではないでしょうか。少

なくとも、学位記を見ても、この人は何ができるという

ことはほとんど分かりません。ムム学部を卒業したこと

は分かりますが・ o

運転免許証というのは、運転ができることの証明に

なっています。怪しい人はいますが。しかし、少なくと

も、この人は運転ができるということをあの小さなカー

ドで証明しています。それに比べて、大学が発行するあ

の大きな学位記というのは、何かができることの証明に

は、ほとんどの場合なっていないのではないでしょう

か。この人が何ができるかということの証明になるため

には、つまり学士の品質を保証するためには、教育成果

をきちんと評価しなければいけないと思います。

先ほど、認証評価は教育を評価すると言いましたが、

教育を評価するというのは、中教審的に言えば「学位授

与の方針」が明確に定められているか。大阪大学で何々

学士というのを授与する場合には、これこれの方針に基

づいて授与するという、そういうことが明確に定められ

ているか。それが明確に定められていれば、次に、その

ためにはどういう教育課程が必要か、その教育課程が適

切に編成されて笑施されているかどうか。そういう教育

課程を受けてもらうためには、どういう学生に入ってき

てほしいかという、こういうことがきちんとしているか

どうかということを許制する必要があると思います。教

育を評価するということはそういうことだと思います。

この三つの方針、 Diploma Poli旬、 Curriculum Poli 

cy、 Admission Policy、カタカナ文字で書くと評判が惑い

というので、漢字に益したりしていましたが、 Diploma

Policy ということにいたしましょう(スライド 16) 。

これはどこの大学でも、 4年以上疫学して 124単位以

上修得ということは、学則に書かれています。しかし、

それだけで、何かができるということが保証できるで

しょうか。どういう知識や技能が身に付いて、何々がで

きる、に対して何々学士を、あるいは何々学修士をある

いは何々学博士を授与するということを明確にしなけれ

ばいけないというのが中教審の答申で言ったDiploma

Policyです。何ができる、どういう知識や技能が身に付
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いている治、そういうことを明4在にしてくださいという

ことです。

これは学伎の質保証の一番の根幹だと思います。何々

大学で何々学の学士を取った、あるいは博士を取ったと

いうことは、その人がどういうカが身に付いているか、

何ができるかということが保証される。そういうふうに

しなけれは白いけません。残念ながら、我が国の学位とい

うのは、ほとんどそうなっていなかったではないかとい

う、そういう反省です。

Curriculum Policy というのは、学位授与の方針に照

らして、そういう方針で学位を授与するのであるなら、

どういう教育諜程が編成されるべきであるか。それか

ら、せっかく立派な教育課程を編成しでも、安易に単位

を授与してしまったのでは何にもなりません。ですから

厳格な成絞評価に基つ与いて、きちんと単位を認定してい

るかどうか。その点をきちんと実施していなければ、学

位の品質保誌はできないということです。 800近くある

大学の中には「単位の自動販売機J を置いであるような

ところもあるようですが・・ 。

そういうふうにして教育課程の中身が決まると、そう

いう勉強をしてもらうためにはどういう人に入ってきて

ほしいか。ここをはっきりする必要があります。「そん

なことを言ったら経営が成り立たないではないかJ とい

うこともあるとは思いますが、少なくとも大学として

は、「本学はこういう方針で学位を出します、こういう

教育をしますj というところを明確にしたら、では、ど

ういう学生に来てほしいか、入学するときまでにどうい

うことをきちんと勉強してきてほしいかということを明

確にして学生を受け入れることをしなければ、きちんと

した教育はできません。その三つのポリシーを明確にし

てくださいということで、その視点から評他i をするとい

うことになると思います。

これは私がよくあちこちで言っているのですが、我が

国の教育というのは、今まで「履修主義」だったという

ことです(スライド 19)。履修すればいい。修得したか

どうかはほとんど問題にされていない。数年前に未股修

問題というのがありました。しかし、未修得問題という

のは聞いたことがありません。履修をすればいいという

のは、教室に来て座っていて、半分居眠りしていてもい

いのかということになるわけです。形式的にはそれでも

いいことになっています。修得したかどうかをほとんど

問題にしません。

昨今、悶際的な動向として、学習成果 (Learning

Outcome) の評価が震婆だと盛んに言われます。これ

はまさに履修主義ではいけないということを言っている

のだと私は思います。きちんと身に付いたかどうか、そ

れを問題にすべきで、履修したかどうかだけでは不十分

であるということかと思います。

残念ながら、我が聞は今まで小中高大を通じてほとん

と1彦得主義の立場を取っていなかったと思います。それ

では学士、修士、あるいは博士の品質の保証ができない

というわけで、例の中教審の答申では、学士力という聞

いたことのない言葉を打ち出しています。学士であるた

めには最低限こういうことはきちんと身に付いていなけ

ればいけないということを、それぞれの大学のそれぞれ

の学部あるいは学科が明確に示してくださいといって、

あそこでは、「参考指針」として jjlJ を挙げていますが、

それぞれの大学のそれぞれの学部、学科がどういうふう

に決めるかはしっかり考えてやってくださいということ

です。自主的、自律的に対応してくださいということで

す。

教育成果、私は学習成果と言わす、にあえて教育成果と

言います。大学を評価するという立場からすると、やは

り教育成果と言いたいのです。今までは先生方が何を教

えているかということだけをもっぱら評価していまし

た。設置基準に基づいて設置審盗をするときはそれしか

評価できません。まだ大学の活動が始まっていない時点

での審資ですから。何を教えようとしているかというこ

とを見て、それならいいでしょうと言ってOをつけるわ

けですが、認証評価は既に活動している大学を評価しま

す。

その場合でも、今までの履修王義の立場から言えば、

何を教えているか、カリキュラムはどうなっているかを

見れば、それで事が足りるということになりかねないの

ですが、それではいけません。それでは先ほと、言ったよ

うに品質の保証はできませんから、先生が何をどういう

ふうに教えて、それがどれだけ学生の身に付いている

か。そこをきちんと見なければいけないのです。それか

ら、学生が何ができるようになったのか。そこをきちん

と評価しなければ、学伎の質保誌はできないと考えてい

ます。

今までは、カリキュラム表を見て、これならいいで

しょう、これでは少し足りませんねということで済んで

いたかもしれませんが、質の保証をしようと思えば、先

生が何を教えているかだけでは駄目で、何をどういうふ

うに教えていて、それがどれだけ学生の身に付いてる

か、学生が何ができるようになったかをきちんと評価し

なければいけない。今までは腹修主義だ、ったものを修得
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主義に変えていかないと、質の保証はできないと思いま

す。

とは言いながら、教育を評価するということは決して

簡単ではありません。これは言うまでもありません。教

育がすぐに評価できるはずはないのですが、しかし、学

位を質保証するためには、教育の評価はどうしても避け

て通れないのです。

タイトルにある「単伎の実質化j ということですが、

これは簡単に言えば、単位の安売りをしていませんか

ということです(スライド 22)。単位というのは設置基

準で決められています。 1単伎は 45時刻勉強しなければ

いけないということになっていて、明確に書いてありま

す。設i置基準としては、珍しくきちんと数{直が入ってい

ます。 45時間勉強しなければいけない。もちろん45時

間全部教室で勉強しなければいけないとは書いてありま

せん。教室で勉強するのと予官、復習のi時間、そういう

ものを合わせて 45時間勉強して 1単伎ということになっ

ています。

しかし、この設援基準が果たして守られているでしょ

うか。恐らくチェックするのは難しいですが、少なく

とも自分が学生だ、ったときのことを振り返ってみると、

l単位もらうのに 45時間勉強したような気はしません。

それからさらに設置基準では、先ほど言いましたよう

に、 15週やらなければいけないと説いてあります。そ

れから履修科目の登録の上限を設定するようにと。これ

は義務ではありませんが、努力義務として掲げられてい

ます。いわゆるキャップ制というものです。

このようなことが設置基準にいろいろと盛り込まれて

いるわけですから、まず、法令的な立場から言えば、こ

ういったことをきちんと各大学が設定していただかない

といけない。時間割などを組んだり学年暦などを作った

りする際に、まず少なくとも、こういう形式的な、数値

で語れるようなところをきちんとしていただく必要があ

ります。それから、何よりも単位の笑質化で重要なのは、

厳格な成績評価に基づいて学位が授与されているかどう

か。つまり、教室に来て座っていれば単位がもらえる、

単伎の自動販売機のようなことを行っていないでしょう

ね、という、その部分が非常に重要です。

最近は多くの大学がかなりきめ剖IJかい成綴評価の仕方

などを導入して、相当きちんとやるようになってきてい

るとは思います。しかし、かつては本当に、全然授業な

どは開きにこなくて、学期末に試験を受けてちょこちょ

こっと書いておけば単位がもらえるということが珍しく

なかったかと思います。そういうことではいけませんと

いうことで、形式的なことから実質的なことまでを含め

て、各大学が本当に、学生がきちんとなにがしかの知識

や能力が身に付いて、これこれのことができるように

なったということを確認して単位を出すということをき

ちんとおやりになっているかどうか。それをわれわれは

評価しているつもりです。もちろんこれは大変に難しい

ことですが。

先ほど申し上げましたが、 l単位というのはこういう

ことだと設置基準で決まっています。標準的なパターン

でいえば、 15時間教室で授業を聞いたら 301時間の予習・

復習が必要だということになります。本当に 30時間やっ

ているのかどうか、いろいろな郡安があります。

学生がどのぐらい勉強しているか。日本の学生は、諸

外国の学生に比べて勉強待問が少ないようです。 l単位

取るのに 30時間の予復習をしなければならないとする

と、 1 年間に 30 単位なり 40単位なり取るためには、ど

れだけのl時潤勉強しなければいけないか。すごいI尋問に

なるはずです。学生さんもいらっしゃるようですが、勘

定してみてください。寝る i時間もなくなるほどではない

でしょうか。

授業の期間、先ほど言いましたが、こういうことが設

置基準で決められています。履修科目の登録の上限とい

うのも、最近ではほとんどの大学が設定しているようで

すが、ずっと上の方に設定してあって、ほとんど効果が

ないと思われる場合が多く見られます。これは努力義務

ですから設定しなくてもいいといえばいいのですが、先

ほどのように、しっかり中身をi段くしようと思えば、あ

まりたくさん申請して履修すると、当然、予復習する時

間がなくなります。予復習しなくて教室で開いているだ

けで単位が取れてしまうというのであれば、これは中身

の薄い単位を出しているということになってしまいま

す。

t設絡な成総評価というのは非常に重要だと思います。

上に3行半書いてあるのは設置恭準で書いである文章を

写したものです(スライド 26)。ダイヤ型のマークは、

法令から持ってきたものに付けてありますが、設置基準

にこう書いであります。要するに、厳格な成績評価をし

なければいけないということですが、「厳格な」といっ

ても、どうすればいいのか難しいと思います。多くの大

学で、成績の開示であるとか、成績分布の公表というこ

とをやり始めています。かつては答案を学生に返すなど

ということはほとんどしなくて、成績がついてきたのを

見て、学生は、まあこんなもんだと「納得」していたの

ではないかと思います。
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聞くところによると、答案を階段から投げてどの辺に

落ちたかで優良可を付けたという話もあるようですが、

最近はきちんと成績分布などを公表して、優の大安売り

をすることがないかどうか、あるいは、やたらと不可を

たくさん付ける先生なども昔はいましたが、そんなこと

があるかどうかということを、なるべく学生たちにも分

かるようにするのが、厳格な成績評価をするのに効果が

あるのではないかと思います。

厳格な成績評価が行われているかどうかということの

一つの参考になる事実として、日本の大学は標準修業年

限内で卒業する率が非常に高いということがあります。

標準修業年限内というのは、学士課程なら 4年で卒業す

る者ですが、その率が、先進隠lの中では日本が非常に高

い。断然高いのです。単位の安売りをしているのではな

いかと思われるということです。いや、そんなことはな

い、本学はきちんとやって、みんな学生がよく勉強する

から 4年で卒業できるのだと自信を持って言える大学が

どのぐらいあるのかと思います。単位の安売りをしてど

んどん卒業させてしまうということが行われていたので

は、日本の大学が授与する学位というのは国際的には信

用されないということになります。

それから GPAというものを導入している大学が非常

にたくさんありますが、有効活用しているかどうかとい

うと、現時点ではかなり疑問な大学が多いのではないか

と思います。 GPAを導入するだけなら簡単です。加重

平均値を出せばいいのですから。それをどう使うかが問

題です。よく、評価で大学を回ると、「昨年度から GPA

を導入しましたJ というので、いろいろ聞いてみると、

どうも{直を出しているだけのようなところ古ぎたくさんあ

ります。

話はあちこち飛びますが、キャリア教育というのをや

らなければいけないことになりました。これも設置基準

に盛り込まれました。今までも、ほとんどの大学がキャ

リア教育などをいろいろな形でおやりになっていたわけ

ですが、これを教育諜程の内外を通じてやってください

ということになりました。「今まで、就職支援室という

ところでしっかりやっていました。j これはほとんどの

大学でそうでした。それは教育課程の外です。「本学は

専任の先生を採用してキャリア教育をやっています。J

これは教育課程の中です。そういった単発的なものでは

なくて、それらをト}タ Jレとして、教育課設の内外を通

じてキャリア教育をしっかりやってくださいということ

です。

キャリア教育とは何かというと、社会的、職業的に自

立できる能力を身に付けるということだと考えられてい

ます。昨今、ニ}トや早期総職など、いろいろなことが

問題にされていますが、社会的、職業的に自立して生き

ていける、そういう力を付けて卒業させてくださいとい

うことです。

大学院に関して言えば、何年か前の中教審の答申で、

「新時代の大学院教育J という答申がありましたが、そ

こでこういったことを取り上げました(スライド 29) 。

それを受けて「大学院教育振興施策要繍j というものが

作られました(スライド 30)。現在進行中の「大学院教

育振興施策婆綱j は、平成 18年から 22年度までの 5年

間の方針を掲げたものですが、 22年度まで、こういう

基本方針で我が国は大学院教育の充実に取り組んでいる

ということで、優れた取り組みに対しては財政的な支援

をするということが行われているわけです。

中心的なものとして、大学院GP とグローパルCOE

があると言っていいかと思います。大阪大学は特にこう

いうものをたくさん取っている代表的な大学であります

が、大学混教育をしっかりやらなければ国際競争に勝て

ないということで、文科省としては大学院教育に力を入

れているわけです。 22年度はこの終わりの年度になり

ますので、これの改訂版を作ろうということで、今、議

論をしています。

教職員のl霊能開発、いわゆる FD、 SDが非常に重要

であるということがいわれ続けています。これも形式的

に行われている場合が結構多く、やってはいても、必ず

しも効果が上がっているとはいえないのではないかと忠

われるケースがかなり自につきます。とにかく実質的な

FD をやってくださいということを私どもは言い続けて

おります。今までは、大学の先生になるのに、そのため

のトレーニングというものは行われていませんでした。

小中高の教員になるためには、そのための免許というも

のがありますから、当然、そのための教育が行われてお

り、教育実習も義務になっていますが、大学の先生につ

いては、そういうものは全くありません。そういったこ

ともいろいろ考えていかなければいけないということで

す。

それから教員と職員の協働関係も非常に重姿だという

ことで、 FD、 SD というものをしっかりやってください

ということもいわれています。各大学が工夫して取り組

んでいると思います。

FD とは何であるかというと、これも中教審的に言え

ば、 rJJtが国の高等教育の将来像j という答申の中でこ

のように沓:かれています。
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一般的には割に狭い意味で、教育力向上のための組織

的な取り組みといわれていますが、この答申の中では、

できるだけ広い意味に考えるべきであるということを述

べています。単なる授業改醤のための研修というふうに

狭く考えないでほしいということです。

ご存じのように、 FD は設置基準で義務づけられてい

ます。設震基準の中にFD という述語はありませんが、

それに相当する内容が、大学設置基準、大学院設整基

準、専門職大学院設置基準でそれぞれ義務づけられてい

ます。

これは少し古いデータですが、非常に多くの大学で

FD を行っています(スライド 35)。いろいろなことを

おやりになってはいらっしゃいますが、先ほど申し上げ

たように、実質的な活動といえるかどうかということに

ついては、私はかなり疑問なものが多いのではないか

と思います。それから学生による授業評価というのも

2006年度で74%、今はもう、これよりもはるかに高く

なっていて、ほとんどの大学がおやりになっていると思

います。これも、それをどう活用するかというところが

大事です。

よく私はあちこちで嫌みに話をしますが、ある国立大

学で、実際にこういう例がありました。私ともが評価を

やり始めたごく初期のころです。大学評価・学位授与機

構はうるさいから FD委員会規定を作っておけ。 A4、 l

枚でいい。その規定に基づいて FD委員会を作れ。委員

会を作ったら、年に 2回ぐらい委員会を開いて、その議

事録を、 A4、 l枚でいいから作っておけ。それから年に

2回ぐらい講演会を隠いて、それのレジュメを作ってお

けば、これでA4何枚かあるから、それを資料にして出

せば、それで問題ないという、そういう指示を出した殴

立大学があります。

そうすると、 A4何枚かありますから、いわゆる根拠

資料はそれでそろっているかもしれませんが、それで

FDが行われたといえるかどうか、私は非常に疑問だと

思っています。講演会をおやりになるのはもちろん結構

ですが、それで FDが終わったわけではないので、そこ

から FDが始まると思っていただかないといけないので

す。今年度2u主ゃったらもうそれでユ卜分で、大学評価・

学位授与機構が評価しにきても、これでびくともしない

というものではないと私は思っています。とにかく FD

は実質的に行われることが蓑婆だと思います。

先ほどの答申の中でFD に関する様々な課題として挙

げられているものを、ここに再録しておきました。字が

細かいので、後ほどご覧いただければと思います。

何としても、 FDが形骸化しては意味がありませんの

で、実質化するためには、それぞれの大学に適した FD

活動を考えていただかなければいけません。どこかの大

学で講演会、研修会をやったようだから、ではうちでも

やろうという、そういうことでは効果はないのです。

それから、教員の教育業績の評価というものを適切に

行っていただくことが大前提だと思うのです。かつては

研究業績の評価というのは非常に厳しくおやりになっ

た。今でもそうだと思います。しかし、教育業績の評価

については、かつてはそういうものをやるという文化が

そもそもありませんでした。最近だんだんおやりになる

ようになってきていますが、まだ十分ではないと思いま

す。

これも古い調査ですが、 2006年度には 39%の大学が

何らかの意味で教育業績の評価iをおやりになっていまし

た(スライド 38)。今はもちろんもう少し増えています。

これはなかなか難しいのですが、やはり、教員にとって

教育というのは非常に重要なアクテイピティーですか

ら、それの評価というのはどうしてもする必要があると

思います。

しかし、そういうものは、抑しつけられでもほとんど

効果がないというか、逆効果だと思います。評価iにしろ、

FD活動にしろ、押しつけられたのでは駄目で、あくま

でも自主的、自律的に取り組んでいただかないと効果が

ないのです。 FD というのは、教員の個人的あるいは集

団的な日常的な教育改善の努力、それを支援したり促進

したりする、そういうものでなければいけないと思いま

す。単発的に講演会をやって、それでおしまいというよ

うなものではいけないのです。日常的な教育活動の中で

何が行われるかが重要です。

ある文部官僚はこんなふうに言っていました。 IFD

というのは要するに先生方に打ち合わせをやってくださ

いということですよ J。確かにかつて大学の先生方とい

うのは、ほかの先生と教育に関する打ち合わせをするな

どということはあまりなかったのではないでしょうか。

私が現役の教授だったころにはほとんどありませんで

した。ですから、先生方で絶えず話し合いをしながら教

育を進めていくということが、 FDの非常に重要な部分

だと思います。講演会、研修会だけで終わりになってし

まってはいけなくて、そういった日常的な活動の中での

FD、それが非常に重要だと思います。そういうことが

なければ、 FDの実質化というのは到底望めないと思い

ます。

私どもが評価て、あちこちの大学を見であるいた中で、
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FD効果がありそうだと思われるような例が幾つか包に

つきましたので、そういったものをここに並べてみまし

た(スライド 39) 。

評価、評価と言ってきましたが、一番重要なのは大学

の自己評価l力だと思います。何のために評価をするかと

いうと、評価することが目的ではなく、教育研究の質の

改善が目的です。そのために評価をするわけで、評価そ

のものが目的では全くないのです。その辺が誤解されて

いるのではないかと忠われる節が、まだちらほら自につ

きます。

質の改善はiì1tか外の人がやってくれるものではなく

て、大学が自主的、自律的に行うべきものだと思います。

そうでなければ改善にならないと思います。そのために

は、大学が自己評価をする力がなければいけません。自

らの大学の教育研究の状況を自ら点検評価して、どこに

問題があり、どこが優れているか、それを自ら見極める。

その優れている点についてはさらに伸ばし、課題がある

点については、どういう改善をしたらいいかということ

を自ら考える。それができる大学でなければ、きちんと

した教育研究ができないと思います。

しかし、我が悶はそういう文化が今までユなかったの

で、各大学がそういうことをおやりになる、そのお手伝

いをするのが第三者評価、認証評価だと私は思っていま

す。ですから、認証評価というのは、各大学が自ら自己

評価をして改善に努めていただく、そのお手伝いです。

慣れていないでしょうから、こんなふうにおやりになっ

たらいかがですかと手助けをするというものだと思って

います。

ですから、いつまでもそんなことをやっている必要は

ないと思います。自らそういうことができるようになっ

た大学は、どんどん自分でやっていただけばいいので

す。今の法律では、すべての大学は7年以内ごとに I 回

受けていただかなければいけないということになってい

ます。これは始まったばかりですから仕方がないと思い

ますが、当然、その辺はもっと柔軟になっていくべき

だと思います。 7年に 1 回やる必要のない大学もあるし、

毎年やらなければいけない大学もあると思います。

大阪大学には去年、認証評価を受けていただきまし

た。今年度までにほとんどの大学が受けていただくこと

になりますが、その認証評価、第三者評価というのは、

それなりに効果があったと私は思っています。ここに幾

っか挙げておきましたが、こういった効果があったと思

います。決して無駄ではないと}(Rいます。

認証評価を受けていただくと同時に、各大学は教育尚一

報の公表をしていただかなければいけなくなりました。

先ほど申し上げましたが、この一番上のところは法律

で義務化されました。 2番目は努力義務です。 3番目は、

各大学が自王的にやってくださいということで、 3種類

に一応分けてあります。この3番目のところに機能別分

化という言葉が出てきます。

これは公表が義務づけられる 1番目の部分を並べたも

ので、法律にこういうふうに書き込まれています(スラ

イド 43) 。

今まで我が国の大学は学部・学科あるいは研究科・専

攻という組織に着目した考え方を取ってきました。それ

を、これからは学士 修士・博士・専門職学位といった

学f立を与える課程、つまりプログラムを中心とする考え

方に蒋援理をしていく必要があるという考え方をあの

「将来像j 答申の中で打ち出しています。これは非常に

大きな考え方の転換といっていいわけですが、夜、はそれ

を「組織主義」から「プログラム主義J への転換と言っ

ております。

「学位プログラムムつまり入れ物ではなくて、プログ

ラムに注目した考え方に変えていかなければいけない。

諸外国の多くは既にそういうふうになっています。そう

いう考え方に立てば、必然的に分野別の評価というもの

が必要になります。プログラムですから、プログラムを

評価しなければいけない。今は大学の設i置恭準に基づい

て、設霞認可審査をする際には、教育課程はもちろん評

価しますが、それが主たる項目ではありません。あくま

でもあれは参考に見ているだけであって、入れ物がきち

んとできているかとうかというところが、主たる評価対

象です。

そういうことですから、今は分野~rJの評舗はしていま

せんが、プログラムの考え方にだんだんシフトしていけ

ば、当然のことながら分野別評価というのはやらざるを

得なくなります。これも諸外罰では行われているところ

がたくさんあります。

しかし、これをすべての分野についてやることになっ

たら、大変な入手と時間がかかります。ですから、そう

いうことをやるのは現実的ではないと思います。そんな

ことをしたら、日本中、評価、評価で大変なことになり

ます。

一方、機能別分化ということですが、機能別分化を促

進しようといっているわけですから、当然、機能別分化

に対応する評価というものが必要になります。大学が、

どういうことにカを入れるか、つまり大学の目的を定

め、その大学の目的を踏まえて、機能別分化に対応する
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評価をしなければならないと思います。

例えば、そこに幾っか挙げておきましたが、研究にカ

を入れる大学、あるいは教義教育に力を入れる大学、高

度な専門教育に力を入れる大学、キャリア教育に力を入

れる大学、国際交流あるいは産学連携、地域賞献、そう

いうものに力を入れる大学、それぞれの大学がそういう

ものを選ぶわけですから、その大学の考え方に基づいて

評価をする必要があります。機能別の評価lです。

ということで、これからの評価は、機能別の許制i と分

野別の評価というものを導入していかなければいけな

い。そうすると、また評価が1唱えるのかということにな

りますが、それでは評価のコスト・パフォーマンスが非

常に悪くなりますから、現在行っている機関別の認証評

価を現状より大幅に簡素化して、分野別の評価や機能別

評価i と併用していくというのが現実的ではないかと思い

ます。

今、中教審でそういう議論をしておりますが、徐々に

そういう方向へ向かっていくと思われます。先ほど申し

上げましたように、分野別の評価はすべての分野に対し

て一律に行うなどということは到底無理ですから、学協

会等を中心にして検討していただいて、準備ができたと

ころから始めていくということでいいのではないかと思

います。既に工学の分野などでは、 JABEE というよう

な形で相当に詳細iな分野別評価が行われています。それ

から医歯薬看護などの分野では、比較的近い将来に何ら

かの形で分野別の評価がスタートするだろうと思われま

す。

それから機能別評価の方ですが、これは当然、大学の

特色を明篠にする効果が期待できるわけですから、大学

の意思によって選択的に受審するということでいいと思

います。おたくの大学はこの機能別の評価を受けなさい

などというべきものではなくて、大学が選択的に受審す

るということでなければいけないと思います。

今、図立大学は認証評価と悶立大学法人評価の2種類

の評価が義務づけられています。大阪大学にも府方受け

ていただきました。認証評価は去年受けていただいて、

法人評価は毎年受けているわけです。幸か不幸か、私は

大阪大学の国立大学法人評価の方もずっと担当しており

まして、認証評価iもやらせていただいたし、そういう

意味では大阪大学と非常に縁が深くて、大阪大学は私に

とって非常に身近な大学と感じております。

法人評価と認、証書T仰というのは、非常に性格の違う評

価です。法人評他lの方は、大学が設定した目的、目標、

計画の達成状況あるいは水準を採点する評価です。です

から、法人評価をするときは鬼のような顔をしてやるわ

けです。計画どおりにできていない部分があったら、こ

れは計画どおりにできていないではありませんかと言っ

て、マイナスの点をつけるのです。計画どおりにできて

当たり前です。それを顕著に上回っていれば、プラス 1

点ということになりますが、少しでも悪ければすぐにマ

イナス 1点ということになって、まさにこれは鬼のよう

な評価です。

それに対して認証評価は、個性を伸ばして改善に資す

るための評価で、先ほど申し上げましたが、大阪大学が

自ら評価し、自ら改善していくための努力に対して、外

部からそれをサポートするということだと思いますの

で、こちらは仏のような顔をしてやります。私は両方

やっていますから、あるときは鬼のような顔をして、あ

るときは仏のような顔をして、大阪大学に接するという

ことになっています。

とにかくこの 2種類の評価、どちらも第三者が行う評

価ではありますが、評価の性格が、こういうふうに非常

に違います。どちらも義務ではありますが、特に認誌評

価の方は、それを活用して大学が自ら改善に努めていた

だくということです。去年、認証評価を受けて、そこ

そこの結果が出て花丸がついたから、これでもう万歳だ

と、後は7年間何もしなくてもいいのだということでは、

認証評価をやった意味がほとんどありません。そうでは

なくて、あの評価を受けていただくために、大阪大学は

自ら大変な労力を使って点検討2幅 l をしていただきました

が、それを、この先の大阪大学の改善に是非つなげてい

ただきたい。それが改普に生かされてこそ、あの評価が

生きてくると思います。

とりとめのない話をいたしましたが、この辺まででよ

ろしいでしょうか。どうもありがとうございました。
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大学とは

自主的舗自律的な運営の下に、高度

;とそれに基づく高度な教育
行い、学位を授与する権
機関。

質保証の4要素

骨最低基準を定める「設置基準」

骨最低基準を担保する「設置認可審査」

骨事後チェックとしての「認証評価」

大教青情報の公表

設置認可審査

@準則主毅

，.法令適合性を塁審査

@教育課程や教員配霞などが設霞目

る上で適切であるか否かを審査

答申など
@筈申 (2005年1 月 28 日)

我が匿の高等教育の将来像

@答申 (2005年9月 5日)

新時代の大学続教育

@答申 (2008年12月 24日)

学士課程教育の構築に向けて

大学をめぐる環境変化

.r規格化」から「多様化」へ

更に、「多様性と標準性の調和jへ

.r護送船団JからF競争的環境jへ

更に、 F競争と協同の調和jへ

@大学の「機能別分化Jとf個性輝くj大学

設置基準
抽象的・定性的記述が多い

@ 

@専任教員

@単位

φ授業期間

φ施設・設備

認証評価

に基づき『適格Jf不適格Jを判定する

条件

@大学の自
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大学機関~IJ認証評価の目的

-認E正評価機関が定める大学評価基準に基づいて、

的に評価することにより、教育研究活動等由

抽出国ditation}

-評価結果を大学にフィードパッウすることにより、

等の改善に役立てる。 (Evaluation)

大学教育

@従来は、教員個人の取組が中'L;

@これからは、組織としての教育

「学士」の晶震保証

@一昔前には、「学土Jの「品質保証期
があった。

昨今では、出荷時点、の品
回っている。

「教育Jを評価する

関「学位授与の方針」が明確に定められてL

、学生を受け入れているか

大学機関別認証評価

@評価単位は大学

@分野別評価ではない

「学士jの品質

「学士Jは何の証暁?

íOO大学ムム学士jは00
業したことの証明では

来ることの証明になっているかっ

」の品質保証には教育成果の
る。

Diploma Policy 

or4年以上在学、 124単位以上修得

の様な知識や技能が身に{すき、何が出

学伎の質保証
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Curriculum Policy 

f学位授与の方針jに照らして、「教育

適切に綴成し、実施する。

厳格な成綴評価!こ暴づく単位認定。

「履修主義」から「修得主義J

骨これまでの我が留の教育は、「履
義」であり「修得主義」ではなかった。

は国際的な動向として、学習
?菅面舵克惜している。

に要求される最低限の能力
る必要がある。今学士カ

f教育』を評価することは難しい

@定性的な要素が多い

@短時間では成果が観察されなし

学位の質保証が三重姿な視点

学修時間

+1単位=45時間の学修

.f，霊習の実態!ま?

Admission Policy 

Diploma Policy, Curriculum Policy 

入学時までに習得しておくべき肉容・

持品'-0ロエナる。

教育成果の評髄

@これまでは、「教員が何を教えているか」

価した。や履修主義

これからは、「教員

Jを評価する。

単位の実質化

単位の安売りをしていないか?

。1単依ヰ5時閣の学修

⑫筏業期閤15週

@履修科医の愛録の上限+努力喜義務

φ1年間の授業を行う揚聞は、

φ各授業科目の授業は、
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履{彦科目の登録の上限

@上限を設定している大学が多い

@予習・復習時間を考慮すれば、

て実効性がない場合が多く見られる。

GPA 

@導入している大学は多いが、必ずしも有

効活用されているとは言い難い。

@どの様に活用しているかが重要

大学院教育 F 

教職員の職能開発

eFDの実質化
r3つの方針」の共遇理解双方向型FD、教育家綴辞備など

@大学院における大学教員養成機能の強化

eSDの推進による専門性向上

@教職員の協働関係の確立

厳格な成績評鏑

成績骨布の公表など

標準修業年限向卒業率が極めて溺い!

。

窃究勉君事の磁立
喝閥脚ご同人相醐叩棚田問時眠

句後れた取潟への支媛(大手段Ge)

糊館山崎町町時

開E奪回臨時枇

附律問時岨'"阻

O学主主に討する修学上の支鑓

。若手教員等の紋荷窃究忽境の改箸

0産察"や社会のエ【ズこ長tリえる人材養成

FDとは
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広義のFD

FDを単なる授業改善のための研修と狭〈解するの

ではなく、我が国の学士課程教育の改革を目的とし

た、教員団の職能開発として幅広く捉えることが遜

当である。

FDの実施状況

.2006年度には約86唱の大学がFDを実施している。

研修会、犠範授菜、教員相互の綬議番多鋭、

評髄、授業検討会、講演会田閥催、...

様々な課題

FD効果が期待される取組例

-務任教員百発修
・学生による授当権評伝
・(学生参加の)カリキュラム改革
・シラパスの充災
・授家改善報告審

・優秀教員表彰
・相互盟業参綬・絡互銀議案採鏑
・後霊震のビデオ銀"
・ガラス張りの教室
・授象検討会
・ティーム・ティ チング
・後数指隷教員制度
• GPタイプのプログラムへの申務

・-

ある大学のFD取経例

• FD委員会規定を制定

• FD委員会を設蜜

@年に2回FD委員会を開催、 E蓋率録作成

@年lこ2毘FD講演会を開催、レジュメ作成

諮演会IまFDの第一歩 E

「実質化」につながることが重要 1

FDの実費住

FDを実質化するためには

@倍々の大学に適したFD活動の選択が必要

@教育業綴の評価を適切に行うことが不可欠

2∞'"度には"伐の大学が教商業績の鰐備を実鎗

@教員聞の自主的ー自律的な取組が不苛欠

ソゾ@教員の個人的且集団的な
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認証評価の効果

@教育に対する組織的取組の必要性が認識される。

@部局閣の壁、教員聞の壁が{底くなる。

的情報の収主義、整理、

公表が義務化される構報
1 大学明教育研究上の自的

2 教育窃究上の議本組織

3, 教員組飽・教員の数各教員が有する学位及び銀銭

4 

験の状認

授察初白俊裏方法銀銭内容授S震計留

分野別評価

@現行の機関買IJ認証評価においては、単科大学
ついては、分野別の教育課程は(ほとんど)
にさオれていない。

の震の保証・改善のためには、(分野別の
した評価が必要。

次世代の評鏑

@評価のコスト・パフォーマンスを考慮すれば、
認証評価を現状より簡素化し、分野田j評価
評価と併用するのが現実的であるう。

教育情報の公表
1.公的な教育機関として、社会に公表が求め

情報+法令で義務化

争教育の箆向よの観点から公表

+法令で努力義務化

各大学の個性・

ら公表が期待される情報

r組織主義jからfプロ

機能別評価

@法人評価は目標・
や水準等をf採点す

は「個性を伸ばし改
の評価。 唾ト


